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社会資本整備審議会 建築分科会 第１７回建築物等事故・災害対策部会 

平成２４年８月３日 

 

 

【事務局】  おはようございます。定刻より若干前でございますけれども、委員の先生

方、○○先生は、ちょっと電車の事故の関係で遅れられるというふうにご連絡をいただい

ておりますが、それ以外の予定の先生方はおそろいでございますので始めさせていただき

たいと思います。 

 本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。私は

事務局を務めさせていただきます住宅局建築指導課建築安全調査室長の○○でございます。

よろしくお願いいたします。 

 本日はマスコミ等の取材希望がございますので、よろしくお願いいたします。 

 本部会の議事につきましては、分科会に準じてプレスを除いて、一般には非公開となっ

ております。 

 また、議事録は委員の名前を伏せた形で、インターネット等において公開することとい

たしたいと存じますので、あらかじめご了承ください。 

 次に、定足数の確認でございますが、本日は委員及び議事に関係のある臨時委員の３分

の１以上がご出席いただいておりますので、社会資本整備審議会令第９条によりまして、

本部会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。お手元の配付資料一覧をごらんいただきたい

と存じます。 

 資料１が、委員名簿でございます。 

 資料２－１が、「昇降機の適切な維持管理に関する指針（新指針）」（案）の概要でござい

ます。 

 資料２－２、その指針の案でございます。 

 資料２－３、指針案についてのパブコメ意見の概要でございます。 

 資料２－４、指針案についての意見概要。 

 資料２－５、エレベーター保守点検業務標準契約書等の検討状況について。 

 資料３－１、電気給湯器等の転倒防止対策（告示改正）について。 

 資料３－２、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示
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案」に関するパブコメ意見の概要。 

 資料４－１、平和台駅エレベーター主索破断事故への対応について。 

 資料４－２が、その件に関しますパブコメ意見の概要。 

 資料５、特定行政庁より報告を受けた建築物における事故の概要。 

 資料６－１、「既設エレベーターの安全性確保に向けて」報告書への対応状況。 

 資料６－２が、その概要。 

 資料７、帝都典禮ビルエレベーター事故調査報告書を踏まえた告示改正について。 

 資料８、東京大学柏キャンパスエレベーター事故調査報告書を踏まえた告示改正につい

て。 

 資料９、建築被害を踏まえた建築基準の検証・見直しへの対応。 

 資料１０、広島県福山市ホテル火災について。 

 資料１１、平成２４年５月６日につくば市で発生した竜巻による建築物被害と竜巻等の

突風荷重に関する研究。 

 それから、参考資料１、建築物に係る事故の調査フロー。 

 参考資料２、東日本大震災への対応状況。 

 参考資料３、特定行政庁より報告を受けた昇降機等事故の概要。 

 以上の資料をお配りいたしております。欠落等がございましたら、事務局までお申し出

ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事運営につきまして、部会長、よろしくお願いします。 

【部会長】  おはようございます。お暑い中、お集まりいただきまして、どうもありが

とうございました。 

 それでは、ただいまから第１７回建築物等事故・災害対策部会を開催いたします。 

 今、事務局さんから紹介いただきましたように、議事次第を見ていただくと、今日皆さ

ん方にご検討いただく項目は４つでございます。議事１、２、３、４に関しては、皆さん

方、本日これでよろしいかどうかという審議をさせていただきます。あとは、報告事項と

いうことになります。 

 東日本以来、余震等、それから、誘発地震と言われているものが多発しておりますけれ

ども、幸い大きな建築物の災害には至っておりませんが、資料説明の中にございましたよ

うに、福山の火災等、まだ建築物にかかわる事故は続いて発生しているのが現状でござい

ます。 
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 それから、建築物でいくと、竜巻が出ておりますので、それについて本日、国総研のほ

うからご報告いただくということになっております。 

 それではまず、議事次第の２、議事の（１）でございます。昇降機の適切な維持管理に

関する指針について、これは後刻、もう一つの文書とともにまたお諮りすることがあるか

もしれませんけれども、その点を踏まえて資料のご紹介をいただきたいと思います。これ

は事務局からお願いいたします。 

【事務局】  おはようございます。 

 それでは、資料２－１から２－５に基づきまして、ご説明したいと思います。 

 ２－１、概要が１枚紙に書いてあります。今回の指針案の概要ということで、その背景

といたしましては、シティハイツ竹芝エレベーター事故調査報告書の意見や過去の審議会

の意見を踏まえまして、保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項や、保守点検契約

に盛り込むべき事項等について追加した指針を作成するという趣旨でございます。 

 ２．として見直しの概要ですが、現行指針というのがございまして、これは国交省がつ

くったものではございませんが、昇降機センターが作成したものがございます。これの見

直しを行うとともに、国交省が出す指針として見直しをする。 

 １番としましては、関係者の役割と責任ということで、所有者、保守点検業者及び製造

業者、それぞれの役割と責任について明確化に努める。 

 ２番目としましては、維持管理のために所有者がなすべき事項として、不具合の発生時

の対応や文書の保存・引継ぎ、こういったことについて追加をいたします。 

 ３番目としましては、保守点検業者の選定に当たって、どういったことを留意すべきか、

知識や技術力を評価するためのチェックリストという形で別表に追加しました。 

 ４つ目としましては、保守点検契約に盛り込むべき事項ということで、そのチェックリ

ストも追加しております。 

 ３.に現行指針と新指針（案）の関係を示しておりまして、右側のほうが現行指針の目次

でございますが、ちょっと古くなっている内容もありますので、この際青字の部分は削除

しまして、新たに左の新指針案という赤い部分についてつけ加えたと、そういう案になっ

てございます。 

 以上、概要ですが、資料２－２にパブコメをした指針（案）ということでありまして、

これは読んでいただいて、長くなりますので説明は割愛させていただきたいと思いますが、

特に新しく追加したこととしては、７ページ目、８ページ目に新たにチェックリストとい
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う形で保守点検業者を選ぶ場合に、こういったことに注意してくださいというのが７ペー

ジのチェックリスト。最後のページの８ページが保守点検契約に盛り込むべき事項として、

こういったことはチェックしてくださいという話を盛り込んでおります。 

 資料２－３でございますが、パブコメを行いましたのが今年の４月から５月にかけてで

ございまして、２３件の意見が寄せられました。 

 主だった意見だけ触れますと、まずこの指針は所有者に対する指針ということでイメー

ジしていまして、所有者がこういったことをするべきだというふうなスタイルで書いてお

りますけれども、読んだ感じ、すべての責任が消費者に押しつけられるような感じがする

という意見もございます。ただ、建築基準法上は所有者の義務とされているところでして、

そういった指針になっております。 

 そのほか、エレベーター業界の状況として、メーカー側と独立系の保守業者との争いが

あるんじゃないかと、その改善策というのを示せないのかといった意見もございました。 

 あと２ページ目のあたりで、そもそもメーカーがつくったものを現場で改造したりされ

ていると、そういったことは禁止すべきじゃないかとか、その場合の責任はどうなるのか

といった意見もありますし、果たして所有者、管理者がどれだけ詳しい知識があるものか

というふうな意見もございました。 

 ４ページのあたりまで飛びますけれども、保守点検業者を選ぶ際に、どうやって総合的

に評価できるのかと。所有者の人は素人の方が多いので、なかなかチェックリストといっ

ても、それすらどういったことを見ればいいのかわからないんじゃないかと、そういった

意見もございました。 

 ５ページ目の一番上のあたりでは、そもそも保守点検業者を評価するような第三者的な

評価のシステムがないとか、免許制とランクづけとか、そういうふうなことが何も今はな

い状況で、そういったことは検討できないのか、そんな意見もございました。 

 ６ページ目は、指針案以外のことについての意見でございますけれども、そもそも法定

点検の資格はあるんですけれども、毎月やっていただいているような保守点検自体の資格

というのは全くないということで、そういうものでいいのかどうか、そういう意見もあり

ました。 

 一番最後のところに標準契約書の作成ということで、チェックリストもいいけれども、

そういうことをするんだったら、標準契約書とか標準仕様書というものを準備して、所有

者がそれにサインをちゃんとすれば、それほど問題にはならないというふうなものを提示



 -5-

すべきじゃないかと、そういった意見も多く受けております。 

 以上、ざっとですが、パブコメの概要でして、資料２－４でございますけれども、これ

は本部会に先立ちまして、昇降機等事故調査部会を５月３１日に開きまして、そちらでも

意見をお伺いしております。 

 ざっと出た意見を触れてみますと、全体としては、国や行政がやるべき話と本来職能の

団体や技術者がやるべき話があるのではないか、そういったご意見もありました。あと、

所有者と管理者の関係については、よく整理すべきじゃないかと。特に分譲マンションの

場合、形態はどうなのかということもちゃんと整理をすべきじゃないかという意見もあり

ました。 

 保守点検業者の評価につきましては、技術者の質や過去に保守点検業者で事故経歴があ

ったかどうかとか、そういったことも追加すべきという意見がありましたが、そういった

ことは重要だと思いますけれども、そもそも経営陣が保守点検の内容について理念を持っ

ているか、そういったこともほんとうは大事なんじゃないかと、そんな意見もございまし

た。 

 あと、部品の交換につきまして、メーカーでない者が勝手にシステムを改変したりする

というのは、やはりトラブルのもとにならないか、問題ではないか、そういった意見もご

ざいます。 

 以上、そういうふうな、ざっとですけれども、昇降機部会のほうでの意見がございまし

た。 

 あと、最後、資料２－５でございますけれども、１枚紙、これはエレベーター保守点検

業務の標準契約書等の検討状況ということで、先ほどパブコメの意見にもございましたよ

うに、チェックリストをつくるんであれば、標準契約書とか標準仕様書を早急に検討すべ

きじゃないかという意見がありました。それを踏まえまして、２.にありますような検討体

制をつくりまして、今ここにいらっしゃっていただいている○○先生を座長といたしまし

て、既にワーキングを４回やっておりまして、急ピッチでご検討いただいている状況でご

ざいます。願わくは、９月下旬ごろを目標にパブコメをして、それまでに案の形にして、

既にパブコメをしているこの指針と同時期に公表するようなことができないかと、そんな

ことを考えております。 

 とりあえず資料の説明は以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。それでは、今の事務局の説明につきまして、何



 -6-

かご質問等ございますでしょうか。 

 ２－４と２－５に関して、今日は○○先生がいらっしゃいますが、何か補足的に。 

【委員】  ２－４にありますように、昇降機等事故調査部会でいろいろな意見が出まし

たので、ぜひこれを尊重していただければというふうに思っております。 

【部会長】  これについていかがでございましょうか。この維持管理に関する指針とい

うことでパブコメをして、それの意見が２－３に出ております。これを反映した形で資料

２－１をブラッシュアップして、２－５にある標準契約書と、これが９月にご提案いただ

ければ、これとまとめて出すという手順になります。こういう進め方でよろしゅうござい

ますか。内容的にも２－２に関して、２－３を反映して修文した上で、私のほうで一度目

を通させていただいて作業を進めるという方向でよろしゅうございますでしょうか。 

【委員】  資料２－２の４ページの第１０のところに、文書の保存の関係の規定があり

まして、第１０の１は製造業者の保守・点検文書、これは廃止するまで保存と。第２項で、

保守点検関係の文書は適切な期間となっているんですが、第５の４項とか第６の２項は保

守点検業者の作業報告書なんですね。これはそれぞれ３年以上保存と、こうなっているん

ですが、製造業者の書類は廃止まで保存して、保守点検業者は、３年は保存しなさいとい

うことになっている。保守点検業者の書類もできれば３年ではなくて、もう少し長い期間

保存していただいたほうがいいのかなというふうに感じているんですけれども、この差を

設けた何か趣旨があればご説明いただければなと思うんですが。 

【部会長】  事務局さんのほうから。 

【事務局】  ○○先生のご指摘と同様なパブコメも実はいただいておりまして、適切な

期間というのがあまりにもばくっとしているんじゃないかということで、例えば３年以上

とか、そういった例示なりを書けないかというパブコメをいただいています。それを踏ま

えまして、先生のご意見も踏まえまして検討は進めたいと思います。 

 

【部会長】  では、○○さん。 

【委員】  はい。維持管理に関する指針、大変結構かと思うんですが、区分所有のマン

ションですと、非常にわかりにくいと思います。所有者というのは、どう読みかえたらい

いかとか、管理組合なのか、理事長なのか、だれなのか、よくわからないんですけれども、

それはここで出てこなくても、こういう役割が管理組合なり何なりにあるんですよという

ことがわかるような、そういう解説を用意していただかないと、区分所有マンションはだ
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れのことか全然気がつかないと思いますので、ぜひマンションを念頭に置いて、だれがこ

れをちゃんとやらなきゃいけないのかというわかりやすいものを別途用意していただける

と、あるいはよくわかるような周知をしていただきたいと思います。マンションを管理す

る側から見ると、大変これは厄介なことだと思います。よろしくお願いします。 

【部会長】  多分管理組合なんでしょうね、法人的には。そのあたりは、確かに事務局

からの資料説明の中にあった、いわゆる建築関係の知識のないグループが所有者になって

いるという点は、十分事務局のほうも念頭に置いていらっしゃると思いますので、今の○

○さんのご意見を踏まえて、少し、出すときに一文章を加えるなどと、ちょっとご検討い

ただきたいと思います。 

【委員】  すみません。１点だけエクスキューズに近いような話で申しわけないんです

が、今資料２－５で鋭意検討していますが、私の経験上、こういった標準契約書をつくる

と、大体２年から３年かかるのが通常なんですね。大体ワーキングの回数は５０回から６

０回くらい必要です。しかし今回は、検討期間が短いためラフな形にどうしてもならざる

を得ないんですが、１０点でも２０点でも先に進むという意味で非常に意義があると思っ

ていますので、ラフな形であるという点については委員の皆様にぜひご承知いただきたい

と思っています。よろしくお願いします。 

【部会長】  はい、わかりました。よろしくお願いいたします。 

 いいものをつくろうと思って待っていると、どんどん事態が進んでしまいますので、そ

のあたりはエンジニアのバランス感覚も踏まえて、進めていただきたいと思います。 

 では、この件については、ご了承いただいたということでよろしゅうございますでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

【部会長】  はい、ありがとうございました。 

 それでは、今確認いたしましたけれども、本案については、今○○先生からご紹介いた

だいた進行状況の標準契約書との件とあわせて、今後審議を進めてまいりたいと思います。 

 それでは次の議事に、これは私にとってはやや新しい話題なんですけれども、電気給湯

器等の転倒防止対策について、これは東日本大震災の結果を踏まえたものでございます。

これについて、事務局からお願いしたいと思います。 

【事務局】  それでは、資料３－１と３－２に基づいて説明させていただきます。 

 資料３－１でございますが、電気給湯器等の転倒防止対策ということで、告示改正を考
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えております。 

 事故がありまして、人身事故は報告されていないんですけれども、東日本大震災の際に

住宅に設置されていました電気給湯器が多数転倒して危ない目に遭った、そういった意見

が寄せられております。国民生活センターの報告によりますと、昨年の７月時点で相談が

９６件あったという報告がなされております。 

 転倒被害として確認された多くは、給湯タンクを有する製品でございまして、アンカー

ボルトがそもそも固定されていなかったとか、アンカーボルトはあったんだけれども、そ

の径とか埋め込み深さが不十分だったと、そういったことが主な要因として挙げられてお

ります。一部転倒している写真が真ん中のほうに載っております。 

 下のほうに２.として現行告示の概要ということで、建築基準法令でも一応こういった設

備関係の地震対策ということで、一応の規定はございます。ただ、どういうふうな規定ぶ

りかと申しますと、ここにありますように配管等の設備につきましては、「風圧、土圧及び

水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること」、そうい

うふうな規定ぶりにとどまっておりまして、より具体的な基準は規定されていないという

状況にあります。 

 これを捕捉するものとして、日本建築センターが発行している「設計・施工指針」とい

うものが出されていまして、業界ではこれを参考に工事の指示書をつくっているという状

況がございます。 

 ２ページ目でございますけれども、パブコメを行いました告示改正案の概要ということ

で、対象機器といたしましては、満水時の総質量が１５kg を超える電気給湯器等を対象と

してはどうかということでパブコメしております。 

 この「等」といいますのは、電気給湯器及びガス給湯器も含むということでございます。 

 基準の内容としましては、大規模地震に対して電気給湯器等が転倒や移動しないという

ことを目的とする。具体的には、電気給湯器等の周囲に丈夫な壁や囲いがある場合は転倒

や移動をしても人に危害がないということで、そういった場合は除いた上で、そういった

場合以外は次のいずれかによることということで、仕様ルートと計算ルートを提示してい

ます。仕様ルートとしましては、施工者が簡単に判断できますように、１５kg から３００

kg、３００kg から５５０kg といった区分に応じて、どれぐらいの径のアンカーボルトを何

本設置してくださいという比較的わかりやすい規定ぶりを提示しています。それに合わな

い場合というのは、計算ルートということになるわけですけれども、安全上支障のないこ
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とを計算によって確かめてくださいと。その際に要する設計用標準震度としましては、上

層階については１.０、それ以外については０.６ということでどうかということで提示し

ております。 

 これはパブコメをした概要でございまして、それに対しまして、資料３－２にパブコメ

を受けた意見の概要を書いております。５月下旬から６月の下旬まで１カ月パブコメしま

して、２５者、６９件の意見が寄せられました。主な意見としましては、貯湯タンク、貯

湯槽を有しない瞬間式ガス給湯器等は対象外とすべきじゃないか。これに対しては、貯湯

式、瞬間式によらず重量のあるものですので、対策が必要なんではないかという考えを持

っております。 

 それから壁掛式というのもあるんですけれども、これは対象外とすべきじゃないかとい

う意見がありますが、これも同様に重量があるものを対象外とするのもなかなか理屈がな

いんじゃないかということで、これは別途仕様規定を、仕様ルートを位置づけていません

でしたので、仕様規定を位置づける方向で検討してはどうかと考えております。 

 それから、下限が１５kg というのは、ちょっと小さ過ぎるんじゃないかと、１００kg

ぐらいにしてはどうかというふうな意見もございました。これについては、例えば小さい

ものですと、配管の強度等によって、そもそもそれで十分転倒防止になるという場合もあ

ろうかと思いますが、そういったことを確かめる場合については、本基準によらなくても

いいという方向で検討してはどうかと考えております。 

 転倒・移動しても避難経路等に影響を及ぼさない場所に設置された場合には除外できる

のではないかという意見もございましたが、人に利用されることが通常想定されない場合

には対象外ということで結構なのではないかと思っております。 

 あと、電気給湯器以外にガスを使ったエネファームシステムとか、そういったものは対

象外にすべきじゃないかとありますが、ガスだからといって対象外とする積極的な理由は

ないんじゃないかと思います。 

 それから、仕様規定については、アッパーを５５０kg としているんですが、中には５５

０kg を超える電気温水器もありまして、そういったものにも取り込むような仕様規定にも

うちょっと詳細化してはどうかという意見がありました。その方向でちょっと検討をしよ

うかと思っています。 

 あと、底部をアンカーボルトで固定するだけじゃなくて、上部を引っかけたり、上部に

アンカーボルトをやるといった措置を施した場合も軽減措置を示したらどうかと、これに
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ついてもその方向で検討できたらと考えております。 

 ２ページ目には、あと施工アンカーについて、今、おねじ形とかを中心に書いているん

ですけれども、めねじ形とかケミカルアンカーなんかも使えるようにしてほしいという意

見がありましたが、これは仕様規定で例示しなくても、計算ルートでやることは可能でご

ざいます。 

 それから、設計用標準震度については、１階や地階については０.６は必要なくて、０.

４でいいんじゃないかという意見がありました。これについては日本建築センターの指針

もそのようになっておりますので、安全側で０.６と提案しましたが、０.４でも差し支え

ないのかなという方向で見直しを考えております。 

 その他もろもろのここに掲げているような意見をいただいたところでございます。 

 それを踏まえまして、３ページ目以降に別紙とありますが、その前に、６ページ、７ペ

ージをごらんになっていただきたいんですが、写真が出ています。 

 ６ページ目が特に今回、昨年の震災のときに倒れたりした大きな電気温水器等でござい

まして、６００kg 近くあるような上に示すようなものもありますし、電気を使ったもの以

外の、ガスを使ったエコウィルとかエネファーム、そういった同様に重いものが使われて

いるという状況がございます。 

 ７ページ目は、パブコメの意見で、こういったものは外してはどうかというふうな意見

も出てきたということで、小型のものとして壁掛式の電気温水器なんかもあるんだと。と

はいうんですけれども、一番上の写真なんかも、満水時には８０kg ぐらいにはなります。

それから、２番目の写真は、据置型ですけれども、台所のシンクの下とか、配管とかでつ

ながっているような形ですが、これなんかも貯湯量が５０ℓ で、満水時には６０kg ぐらい

の重量があります。それからその下のはガス関係ですけれども、これは戸外に設置されて

いる絵ですが、こういったものもあります。壁掛式はそんなに重量はないですけれども、

２０kg ぐらい。据置型ですと４０kg ぐらいのものが設置されたりしている状況がございま

す。 

 あと説明していないのは、３ページからの３、４、５ページでございますけれども、こ

れは別紙としまして、パブコメをしたものに加えて、さらに仕様規定の詳細化を検討して

いる、そのイメージを書いたものでございまして、もともとのパブコメをした際の表とい

うのは、アスペクト比というのを入れていませんでした。アスペクト比というのは、高さ

と幅の比でございまして、アスペクト比が４ということは、幅１に対して高さが４という
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ことでございますけれども、そのアスペクト比が大きいと、要は長ひょろいというもので、

より転倒しやすいということでございます。 

 パブコメした際には、アスペクト比をちょっと厳しめのほうに想定しまして、アスペク

ト比のない形でパブコメしましたけれども、ここはアスペクト比によって力の加減も変わ

ってきますので、より詳細な形で規定するという意見もありましたので、そういった方向

も理にかなっているので、そういった方向でつけ加えてはどうかということで、今検討を

進めている表でございます。 

 それに加えて、壁掛式についても表２のような形で、さらに追加してはどうかというこ

とで考えているところでございます。 

 以上、資料３－１と３－２についてご説明させていただきましたけれども、よろしくご

審議のほど、お願い申し上げます。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。 

 今の事務局の説明について、何かご質問等ございますでしょうか、いわゆる給湯器の。 

【委員】  いいですか。 

【部会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  今見たばかりなのでよくわからないんですけれども、先ほどのパブコメにも

あったのかなと思うんですけれども、例を見ると、やはり３－２の写真の６ページぐらい

のやつ、結構エネファームとかそういった省エネ型の大型のものというのは確かに危険か

なという感じもするんですけれども、一番やはり最後のページを見ると、どのぐらいそう

いう告示で厳しくなるのかわからないんですけれども、結構影響力はあるなという感じは

ちょっと第一印象で受けました。 

 こういう例えばよくマンションとかにもついているような壁掛型みたいなやつですよね。

こういうのもそうなるとなると、例えば家の中を見回すと、エアコンなんかは大丈夫なの

かなとか、そういうのもあるし、あとは昔ちょっとかかわったことがあるんですけれども、

例えば町に出ると自動販売機みたいのが結構立っていて、やはり転倒して危険じゃないか

というんですけれども、これはたしか９０年代の終わりごろに通産相の通達という形でア

ンカー固定とそれから室内の場合はアンカーを打たないケースが多いので変な板をはかせ

て転倒防止を図るというような形では出ているんですけれども、かなりほんとうに家庭の

中に入ってくるような、こういう最後のページの小型の部類みたいなものになると、ほか

のそういう同じような危険性があるような機器類とかの比較でどういう感じになるのかな
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というのがちょっとわからないなというところが第一印象なんですけれども。 

【部会長】  これ、何かございますか。要は、どのぐらいの質量のものから、固定のチ

ェックを確認しようかというところだと、一種の線引きなんですよね。なかなか難しいと

ころで、どこからというのは成績の優良可みたいなもので、これは学則ルールで決まって

いるところで、そこを採点者があまりクレームをつけるということは通常ないことなんで

すけれども、今のご意見は確かにどの程度のものかなというイメージはあるかもしれませ

んね。ただ、○○先生のお話ですと、質量が小さくなれば、多分固定は２つ以上は必ずあ

るだろうとか、ボルトの径もそんなに細いものも世の中に市場がないから、小さいものほ

ど多分必要性能に対する支持機能は確保されていると、一般的にはそう言われるので、そ

この線引きが多分今のご提案の質量の最低値ではないかと思います。 

 何か、これはもうちょっと検討していただくということでいかがでしょうか、どこまで。 

【事務局】  パブコメにもそういう意見がございましたけれども、どこで線引きするか

というのは難しい話でございます。ただ、計算自体はそんなに難しい話ではない。それは

計算をして、ちゃんと証明してもらって、１枚紙ぐらいで済むと思いますけれども、そう

いったことを第三者、行政なりに証明してもらえるようなシステムができるかどうかとい

うふうなことはあるかと思います。 

 ただ、この写真を見てもあれなんですけれども、例えば屋外にあるような一番下のもの

とか、人が通常アクセスしないような部分については、そもそも対象としてどうかという

ふうな考え方も持っておりますし、一番上のやつなんかもシンクがあって、仮に外れたと

しても、そのシンクに落ちますよという、直接その下に人がいないというふうなことであ

れば、そういった扱いもできるのかもしれないなと、そういったことも含めて考えていま

す。 

 ２番目の写真なんかも、通常こういったものは小型の据置型で、上部のほうに配管がつ

ながっているということがありまして、かなりこれで転倒防止の機能があるんじゃないか

と、そういったことも含めて、今業界からも資料を取り寄せて、さらに検討を進めている

ところでございます。 

【部会長】  では、○○さん。 

【委員】  ７ページの写真を見ておりますと、ガス温水器据置型で屋外にあるものは、

ここで対象としている建築物に設けるというのに当たるのか当たらないのか、読んでいる

と、よくわからないんですよね。建築物に設けるというのは、建築物の中にとか、あるい
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はそれに乗っかっているとかという意味だったらよくわかるんですが、外にあると関係な

いかのようにも見えるということと、それから……。 

【事務局】  実は、パブコメの、実際の告示案の文章の中では、建築物の部分、または

敷地の部分というふうにしていまして……。 

【委員】  じゃあ、入るということですね。 

【事務局】  電気温水器なんかは、犬走りに置いたりしているようなこともありますの

で、そういったことも読めるように一応敷地ということも含めてパブコメはしているとこ

ろです。 

【委員】  それから、例えば風呂にお湯を給湯するガス釜のようなものだとか、さらに

言うと、床暖の温水をつくるものだとか、これは全部入るという理解なんですか、この中

に。 

【事務局】  電気給湯器、またはガス給湯器と解されるものは入るという趣旨だと思う

ので、その床暖とかに使っているものがどういうふうなものなのかというのは、ちょっと

私、不勉強でございますけれども……。 

【委員】  当然風呂釜は入ってきちゃうと思ったほうがいいんですか。ですよね。 

【事務局】  そういう意味では入るんじゃないかと思いますね、ガス給湯器。 

【委員】 紛争処理支援センターは電話相談の受け付けをしていて年間２万件ぐらい受け

付けをしています。地震で電気給湯器が倒れたというようなことに関連して相談というの

は１０件程度はありまして、その中をちょっと見てみますと、要はメーカーのマニュアル

と、あるいは施工要領書と実際の施工が合っていないというたぐいのものがかなりあるよ

うです。ですから、この基準以前のようなところの話の事例も多いんじゃなかろうかなと

いうことを推察しております。そういう意味では、基準をつくるだけじゃなくて、実際の

工事をやる人がちゃんと理解してやってくれるようにしないと、なかなか大変かなという

ふうには、これをつくっても浸透しないと何も変わらないという心配があるかと思います

ので、それもひとつよろしくお願いしたいと思います。 

【事務局】  ○○委員のご指摘のとおりでして、今でも建築センターが発行している設

計・施工指針はあるわけです。法令ではありませんけれども。実際に電気給湯器等のメー

カーは、その指針に基づいて工事の指示書ということで、こういうふうにアンカーボルト

をしてくださいというふうに実際売るときに、そういった説明書をつけて渡していますが、

実際今回も明らかになりましたけれども、工事をする人は、地場の工務店の人たち等は、
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場合によってはそれをあまり見ないで、そのままぽんと置いただけで設置するというふう

な場合も多々ありまして、そういったことから、この際基準として法令上明確に位置づけ

た上で、そうしますと、建築確認検査の第三者の目が入りますので、そういったところで

押さえていこうと、そういう趣旨でございます。 

【部会長】  ほかにご質問等ございますでしょうか。 

 今、○○さんのお話のように実効性というのは確かに今後の問題点にはなるかと思いま

す。 

 私からちょっと。これは、制度設計はちょっと私はわかりかねるんですけれども、エネ

ルギー供給側だとか、それからこういう設備備品をつくる側が一種の標準仕様を認定する

というプロセスは考えられないんですか。どういう機関が認定するとか、そういう認定制

度が今の法体系に合うかどうかはわからないですけれども、こういう製品をつくったとき

には、こういうような固定という工事を含めて、いわゆる工事の設計仕様を言ってみれば

製品認定、工事認定というか、製品認定みたいな形にする。多分非常に大きなものに関し

ては、製造業者も比較的限られていて、エネルギー供給側にしろ、物をつくる側にしろ、

今の話の標準設計仕様というのが今出ているわけですよね。それが妥当なものであるかと

いうことをどこかで認定してしまう。 

【事務局】  今の法体系では、その製品をそのように認定するということは制度上でき

ませんけれども、今回の問題は、メーカーはちゃんとした製品をつくって、こういうふう

に固定してくださいと提示していたとしても、実際にそれを設置する業者がやってくれて

いないというのが問題でございまして、そこをどう担保していくかという話で、今回は基

準法上位置づけた上で建築確認検査の第三者チェックが入るようなシステムでやるしかな

いんじゃないかと、そういう提案でございます。 

【部会長】  はい。 

 ほかに何かご意見ございますでしょうか。 

 今、委員のほうからも提案とかこういう事例があるという示唆もいただきましたし、パ

ブコメも非常に多岐にわたっているようでございますので、これらを再度ご検討いただい

て、設備の安全性に対する告示、これを出す方向ということ、これはご了解いただけます

でしょうか。 

 もし、今の３－２と絡んで、○○さんからの話もあったり、参考となるような資料をお

持ちであれば、ぜひ事務局のほうにご提供願うようにお願いしたいと思います。 
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 これは時間的にはどのぐらいをめどにされているんでしょうか。今日が８月ですから、

８月いっぱいまででよろしいですか、もしそういう資料があったときに、事務局のほうに

提供するということであれば。もうちょっと先にしたほうがいいですか。 

【事務局】  はい、早ければ早いほど歓迎です。 

【部会長】  早ければ早いほどいい。では、日本にお盆というような日本国中が休むと

すると、１０日ぐらいまでということでよろしいでしょうか。○○さんが今お話しいただ

いたように苦情処理、こんなのがあるというのも多分参考になると思いますので。 

【○○委員】  はい、わかりました。 

【部会長】  では、よろしくお願いいたします。 

【委員】  ちょっと１つよろしいでしょうか。 

【部会長】  はい。 

【委員】  資料３－１の２ページに、基準の内容というのが（２）にありますが、今ま

での議論はよくわかるのですが、周囲に丈夫な壁又は囲いを設ける場合、その他の電気給

湯器の転倒・移動により、人が危険を受けるおそれがない場合、これをどういうふうに考

えていくかということは、よく逃れたいという人はみんなこれを利用するわけですね。こ

れに対してもう少し何か考え方を例示するとか、ちょっとお考えになっておいたほうがい

いのではないかという感じがしたのですが、いかがでしょうか。 

【事務局】  これにつきましては、技術的助言なり解説書レベルできっちり書くように、

周知できるように努めたいと思います。 

【委員】  ありがとうございます。 

【部会長】  ほかにご意見。 

【委員】  よろしいですか。 

【部会長】  はい、どうぞ、○○さん。 

【委員】  これは確認なんですが、資料３－２の１ページの一番下で、「転倒防止措置（上

部固定）を施した場合の軽減措置」について、「その方向で検討。〔別紙参照〕」とあるんで

すが、この「別紙参照」というのはこれにはついていないんですか。 

【事務局】  ３ページ目にあるのが別紙。 

【委員】  これが緩和措置というやつですか。 

【事務局】  正確には５ページのただし書きで、３ページの、ごめんなさい、３ページ

の一番上にあるただし書きのほうで、「電気給湯器等の上部を周囲の丈夫な壁に径が１０mm
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以上であり、かつ埋込長さが４５mm 以上であるおねじ形のあと施工アンカー２本で固定す

る等の転倒防止措置を行う場合にあっては、同表によらず」、表２を使っていいというふう

なことで軽減措置がされている。ごめんなさい、先ほどちょっと説明を間違ってしまいま

したけれども、表２を使ってくださいと。つまり、表１が原則なんですけれども、上をと

めた場合には表２を使っていいですよという軽減措置をしているということでございます。 

【委員】  わかりました。 

 あと１点だけ。ということは、この上部固定型を採用したときでも、計算によって確か

められれば、別に仕様に沿わなくてもいいということですね。 

【事務局】  はい。計算ルートの場合は、この仕様規定は全く関係……。 

【委員】  上部固定型もね。 

【事務局】  上部固定をして計算してもらってもいいですし、計算ルートは証明さえで

きればいいということです。 

【委員】  わかりました。 

【部会長】  今の○○先生のお話でいくと、２ページでいくと、私のような立場で言う

と、基本的には計算ルートでやって、計算ルートができない人は仕様規定に回るというこ

とで、計算ルートをするときの設計外力だけはこの中で規定しようと。あとはどうぞ設計

者がやってくださいと。それを確認資料に含めるということですね。 

【委員】  ちょっと１点だけいいですか。この計算というのは、建築基準法上の建築士

がやらなきゃだめな計算ですか。それとも、メーカーの計算でいいんですか。 

【事務局】  メーカーでできます。ただ、建築物全体で、最初の新築の段階で、この給

湯器も含んで建築確認をする場合は、全体として建築士が見た上で出すということになり

ますけれども、例えばこういった電気給湯器を後づけするような、これだけを後づけする

ような場合は、建築士によらずともできますので、できます。ですから、もともとはメー

カーが多分そういった計算はしてもらうということになろうとは思うんですけれども、そ

の資料を使って新築の場合は、全体としてやる場合は建築士がそれも含めて出していただ

きますし、そうでない場合は、それを利用してそのまま後づけで出して、そもそもその場

合は建築確認が必要ありませんので、そのとおりにやってもらうという趣旨です。 

【委員】  ちょっといいですか。 

【部会長】  はい。 

【委員】  すみません。しつこくて申しわけない。 
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 資料３－２の１ページの２行目に、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」

となっているんで、この表題からすると、構造耐力上安全な構造方法だとすると、資格の

ある人がやらないとだめなのかという気がしたんですけれども、そことは関係ないんです

ね。 

【事務局】  彼が言っているのは、実務上のことを言っているんだと思うんですけれど

も、現実に確認申請書を出すときは、当然建築士の資格を持った人が図書をつくって出す

ということになりますから、そういう意味では建築士が責任を持たなきゃいけないですが、

その前段として、自分のところの給湯器は例えば何本ですよというような計算をあらかじ

めしておいて、それが確かにこの建物に当てはめて問題ないかどうかは建築士がちゃんと

見て、最終図面を描くというようなことになるんじゃないかなと思うんです。責任はやは

りメーカーではなくて、建築士が負わなきゃいけないということになると思います。 

【委員】  そうすると、後づけの場合だと、どういう取り扱いになるのかね。 

【事務局】  後づけもだれに依頼したかということになりますけれども、後づけの場合

は必ずしも建築士が関与しなくてもいいようなケースもありますので、そこは責任関係と

しては建築士がかまなければ、施工業者なりメーカーが負わなければいけないということ

になるんじゃないかと思います。 

【委員】  わかりました。また後で、わからないことがありましたら教えてください。 

【部会長】  今のお話は、非常に前回の偽装のときにいろいろ議論したところで、ちゃ

んと建築士が責任をとると、捺印までさせるということになって、今○○先生からお話し

いただいたところが、これを計算した人が捺印するかどうか。ただ、事務局の話のように

やはり構造耐力安全上の問題ということで、やはり建築確認図書ということになれば、そ

の提出者の捺印は当然付されているものだと思いますので、ちょっと後づけの場合は難し

いですけれども、これは行政的なことですので、住宅局のほうに再度今の点はご検討いた

だくと、ちょっと明解にしなくちゃわからないし、それを多分出すとき、告示を出すとき

も少し事例か何か、技術的助言か何かでやらないと世の中が混乱するんじゃないかと思い

ますので、その点、今のご指摘は運用上明示しなくちゃいけない必須要件だと思いますの

で、その点はご記憶しておいて、告示の作成にかかっていただきたいと思います。 

 今幾つかの留意事項とご注意がございましたけれども、それを踏まえて告示を出すとい

う方向で、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 



 -18-

【部会長】  はい、ではお認めいただいたということにして、それでは、議事の（３）

に移ります。 

 これは事故のほうでございまして、平和台駅エレベーターのメーンロープの破断事故の

対応について、これは事務局のほうからご説明したいと思います。 

【事務局】  では、引き続きまして、資料４－１、４－２に基づきまして、ご説明申し

上げます。 

 ４－１でございますが、平和台駅エレベーター主索破断事故への対応についてというこ

とで、これは昨年の７月に東京メトロ有楽町線の平和台駅におきまして、３本のロープが

破断したという事故がございました。その後報告書が取りまとめられまして、報告書にお

きましては、本事項はエレベーターの主索が劣化していたにもかかわらず、適切に点検が

実施されることもなく、劣化したまま使用し続けられたことにより主索が破断し、かごが

落下したものであると認められる。そういう報告になっております。 

 これを踏まえまして、定期検査の告示等を改正してはどうかという提案でございます。 

 下にあるのがその絵とこういった部分が何回も曲げがかかっているようなものなんです

けれども、破断したという、写真はその破断部の写真でございます。 

 ２ページ目でございますが、図３は参考までにということで、内部断線といいますのは、

谷切れと底切れというふうに分けられておりまして、底切れは見えませんけれども、谷切

れというのはストランドとストランドの間の部分で、その線が切れているというのを谷切

れといいます。あと、それ以外に山切れというものもあるということです。 

 ２.改正の概要でございますが、現行告示の内容といたしましては、どういった定期点検

の仕方をしているかといいますと、例えば①の主索の径の状況につきましては、もともと

の直径の９２％未満になったら要重点点検だと。さらに摩耗が進んで、９０％未満になっ

たら、それは要是正、取り替えだと、そういう基準になっております。それから②として

は、主索の素線切れの状況でございますけれども、要重点点検としましては、さびが著し

いこと、または断面積が７０％以下になることという、どちらかで要重点点検と。要是正

としましては、さびが著しいこと、または７０％以下になることに加えて、１構成より１

ピッチ内の素線切れが２本を超えていること、そういった状況になれば、要是正だと、そ

んな基準になっております。 

 その他、主索の摩耗の状況とか、④としましては、主索の損傷及び変形の状況について

要是正の基準を設けています。 
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 （２）としましては、課題としましては、さびが著しいことと書いていますが、それの

基準が不明確じゃないかということが１つございます。 

 それから、外部損傷が生じやすい場合は例示されているんですが、内部損傷が生じやす

い「曲げ回数の著しい場所」といったことが入っていないので、そういったことは明示す

べきじゃないかと。 

 ③としましては、通常の場合は、先ほど申しましたように、要是正が９０％、要重点点

検の直径が９２％としていますが、さびた摩耗粉によって谷部が赤さび色に見える場合に

は、その進行が早くて、さらに危険となる可能性があるということが課題だと。 

 ④としましては、谷部で素線が切れて飛び出して、表面からでもその状態が確認できる

場合は内部損傷が進行している状態でありまして、局部的な損傷が生じている可能性があ

ることが知られているにもかかわらず、それが位置づけられていない、そういった課題が

挙げられます。 

 検討の内容としましては、さびた摩耗粉が生じた状態では、摩損が早く進む可能性があ

るが、９４％程度までであれば、強度の低下は緩やかであり、９４％を超えると比較的速

く強度が低下するということが明らかになったと、そういうことで、改正告示の内容でご

ざいますけれども、所要の改正を行うということで、②としましては、主索の内部損傷に

対応した基準の追加ということで、まず検査箇所の追加ということで、「曲げ回数の多い箇

所」というのを追加する。それから、判定基準の追加ということで、要是正判定基準とい

たしまして、さびた摩耗粉によって谷部が赤さび色に見える場合の直径が綱車にかからな

い部分の直径と比較して９４％未満になったら要是正だということを追加しようと。それ

から、谷部で素線切れが生じているということも追加しようと。それから、要重点点検に

つきましては、さびた摩耗粉によって、谷部が赤さび色に見える箇所があること、そうい

うことを追加しよう、その他としましては、さびが著しい場合として、その他の場合とし

ては主索の表面がまだら状に腐食していることについても要是正判定基準として追加して

はどうかというものでございます。 

 パブリックコメントにつきましては、資料４－２でございまして、６月２６日から７月

２５日までの１カ月間パブコメをしまして、４件の意見が寄せられました。概要としまし

ては、下にありますように、写真についてはちゃんと日時がわかるようにしてはどうかと

いう話と、素線切れの状況について、谷部とあるけれども、谷部というのは、素線の谷部

なのか、ストランドの谷部なのかということで、基本的にストランドの谷部のことを指し
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ますということでございます。 

 素線切れの状況につきましては、谷部の素線切れの有無というのは、外見からわからな

いんじゃないかというふうな話がありましたけれども、これは検査の基準の中身としては、

目視によるということとしておりまして、外部に飛び出しており、目視可能な範囲を指す

ということなんですが、内容につきましては、解説レベルで周知したいと考えております。 

 資料の説明は以上でございます。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょ

うか。 

 これは告示の改正ということでのご提案と、それを認めるか認めないかという審議でご

ざいます。 

 よろしゅうございますでしょうか。４－２で寄せられたパブコメで本質的に対応すべき

ことは最後の３番項目だけですね。これに対しては解説で対応するという。 

 よろしゅうございますでしょうか、これで。告示を改正という……。 

 事故調査部会のほうから何かございますか。 

【委員】  事故調査部会では、原因を究明して、こういう対策をとるようにという意見

は出してあります。 

【部会長】  はい。 

 それでは、この今の資料４－１と４－２のご提案、関係告示の改正ということ、ご了解

いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【部会長】  はい。では、了解したということで次に進めたいと思います。 

 それでは次に、議事の（４）でございますね。特定行政庁より報告を受けた建築物にお

ける事故の概要、これは事務局のほうからお願いします。 

【事務局】   

 資料５に沿いまして、建築物における事故の概要につきまして報告をさせていただきま

す。 

 これは前回の部会から事故の調査状況について及び調査の状況につきまして説明をさせ

ていただきまして、調査終了としていいのか、またさらにこういうところを調べる必要が

あるんではないかと、そこのご判断をいただくということでお越しいただいてございます。 
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 １ページめくっていただきまして、上のほうにあります２つが前回の際にはまだ調査中

で、事故としては報告させていただきまして、前回の段階でまだ調査中だったものです。 

 １つ目は、２３年の５月に神奈川の工事現場でクレーン車が倒壊したというものでござ

いますが、これは事故原因としては、結局運転操作のミスであったということがその後の

特定行政庁の調査で判明しました。 

 ２つ目は、大阪の事故でございましたが、強風の際に門扉が倒れて、門扉の上部に取り

つけられた忍び返しが通行中の女性に刺さったというものでございました。これに関しま

しては、基本的には転倒防止の振れ止め金物みたいなものがきちんとついていなかったと

いうこと、あとは基本的にはやはりかなり局部的な突風であったんではないだろうかとい

うことが考えられるという結論でございました。 

 以降は、前回部会以降の追加分でございます。追加分２８件ございます。ちょっと大部

にわたりますので少しまとめて説明しますが、２８件ございまして、その半分の１４件が

部材の落下の関係でございました。工事現場が８件ございまして、部材の落下と工事現場

がかなりの量を占めます。これ以外に自走式駐車場で、運転者の方が操作をミスって転落

もしくは部材を突き破ったという事故、シャッターの事故、転落の事故がございます。部

材の落下に関しましては、天井ですとか壁のタイル、モルタルが劣化して落ちたというも

のが９件と非常に多く占めてございます。それ以外に廊下、看板、手すりの落下が見られ

ます。 

 ちょっとメリハリをつけながら少し説明をさせていただきます。 

 まず２ページ、大阪府の駅舎でございますが、これは天井の落下でございました。基本

的には劣化によるものでございました。 

 次の８月３１日の熊本でございますが、これは自走式の自動車車庫でございまして、操

作ミスによって突き破り、ブレースの隙間みたいなところを突き破って、中に入って、外

壁を落としてしまったというものでございました。 

 続きまして３ページでございます。８月３１日の大阪でございますが、落下でございま

す。これは共同住宅の１６階の住戸部分で、ベランダに設置されたガラス手すりが３枚落

ちたというものでございまして、事故原因としましては、施工の際に設計と違う部材を用

いて、非常に強度の弱いものを使っていたというものでございました。 

 ９月７日の兵庫県のものでございますが、これはビルのタイルが劣化して落下したもの

でございました。 
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 ２３年１０月４日沖縄、これも落下でございまして、外壁のモルタル部分が劣化して落

下したというものでございました。 

 次の２３年１０月９日でございますが、これもタイルの劣化による落下でございます。 

 続きまして４ページをお願いいたします。 

 ４ページは共同住宅で、中学生の方が転落されたというものですが、入ってはいけない

ようなところに入り込んで転落されたという事故でございました。 

 次が、２３年１０月２０日、工事現場での事故でございます。工事現場で一部の部材が

転落して通行人に当たったというものでございました。 

 次が２３年の１０月２３日、タイルの劣化による落下でございました。 

 次が２３年の１１月３日、天井部材がやはり劣化をして落下したというものでございま

した。 

 続きまして、５ページでございますが、２３年１１月１６日、福岡でございますが、看

板が腐食して落下したというものでございました。 

 次が２３年の１１月１８日、工事現場で杭打ち掘削機が転倒したというものでございま

した。 

 次が２３年の１１月２２日、自走式の駐車場でございます。立体駐車場で運転を誤って

落下して死亡されたというものでございます。転落防止柵はあったんですが、施工の際に

設計より弱いものが使われていたというものでございました。 

 次は２３年１１月２３日でございますが、大阪で工事現場の事故でございますが、被害

者はおりませんでした。 

 続きまして６ページでございます。２３年１２月３日の事故でございますが、やはり工

事現場の解体工事中の事故でございました。 

 ２４年の１月１２日、やはり解体工事現場で、隣のビルとの隙間のところに部材が落ち

まして、そこで清掃していた方に当たったというものでございました。 

 次が２４年１月２０日、シャッター関係が３件ほどございますが、いずれも３件ともシ

ャッターに関しますと我々建築基準法の中に位置づけられております防火用のシャッター

とそれ以外の管理用のシャッターというものがございます。防火用のシャッターですと、

基本的には煙等に感知して自動的におりるという機構がついてございますので、そこの自

動的におりる機構が何か問題があると、学校とかに多くついていますので、人が挟まると

いう事故が過去には随分ございました。今回はそういう防火用のシャッターの事故はござ
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いませんが、管理用のシャッターで、要するに普通に人がボタンを押して閉めるというシ

ャッターでございますが、３件ほど事故がございました。 

 １個目がこの２４年の１月２０日の岐阜でございますが、倉庫の入り口でその従業員の

方が挟まれているのを発見されたというものでございます。シャッター自身にはその後再

現しても特に異常はないということから、おそらく閉めながら、動いているところを通ろ

うとして、何らかの形で失敗して挟まれたのではないだろうかというものでございました。 

 次が２月８日、大阪の事故でございますが、これは工事現場での足場材の落下による事

故でございました。 

 次が２４年の２月２０日、大阪府内の事故でございますが、これも工事現場でのクレー

ンの転倒による事故でございました。 

 次が７ページでございます。２４年３月７日、愛知県の事故でございますが、タイルが

劣化したものでございます。ちょっと築１０年ですので単純な劣化というだけではないか

と思いますが、タイルが落下したものでございました。 

 ２４年の３月１４日、天井部材が落下したものでございました。 

 ２４年の３月１９日でございますが、工事現場での事故でございました。これは比較的

ニュースに大きく取り上げられましたが、工事現場で外壁タイルの補修の際に足場をつく

りましたが、その足場が倒壊したというものでございました。 

 次が２４年の３月２２日、愛知県内の事故でございます。シャッターの２つ目でござい

ますが、店舗の入り口部分の管理用のシャッター、これが首のあたりに挟まれている被害

者従業員の方を次の日の確か朝だったと思いますが、通行人が発見したというものでござ

いました。やはり、先ほどと同様、シャッター自身には何か異常というものはなく、おそ

らく閉まる途中でシャッターをくぐるところで何らかのミスがあって挟まれたのではない

かと推測されるものでございます。 

 ２４年の４月４日は看板の落下でございました。 

 ８ページ目でございますが、２４年の４月２８日、共同住宅の２階の屋外廊下が落下し

たというものでございます。これは築２年ぐらいの新しいものでございまして、落下事故

物件につきましては、設計者が屋外廊下の構造耐力の安全性をきちんと確認せずに接合部

の強度不足があったのではないのかということで、現在検証しているという状況でござい

ます。 

 次、２４年６月１５日でございますが、兵庫県内の、これはシャッターの３つ目でござ
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いますが、倉庫の入り口のシャッターが物品の納入に来た被害者の方が体を挟まれ窒息さ

れたというものでございます。これは防犯カメラに映像が残っておりまして、シャッター

を閉めて、１回閉めながら下をくぐって外に出ようとしたんですが、どうも忘れ物に気が

つかれたみたいで、急いで戻ろうとして挟まれてしまったという事故でございました。 

 次が２４年の７月６日でございますが、屋内プールの天井の落下でございました。 

 ２４年の７月２６日、やはりまた廊下の落下でございまして、これはちょっと先ほどの

長崎とは大分対応が違いまして、築２８年ぐらいで経年劣化をしていたものでございます。

デッキプレートの上にコンクリートを敷設した板を、薄い鉄のアングル材で固定していま

したが、そのアングル部分等がかなりひどくさびておりまして、そこによって耐力を失っ

て劣化したんだろうというものでございます。 

 事故は以上でございます。 

 あと、参考になりますが、参考資料３というものがございます。今ご説明したのは建築

物の関係で、事故の調査終了等につきましては、この建築部会でご判断いただくものでご

ざいますが、昇降機関係の事故につきましては、昇降機部会のほうで同じようなご判断を

お願いしてございます。今まで判断をいただいたものを、現在この参考資料３の形でホー

ムページに載せてございます。 

 ２２年の１２月１日から２４年の７月６日までの事故でございますが、エレベーターの

事故としましては３１件の事故、数だけ紹介させていただきますが、３１件の事故が起き

てございます。そのうち死亡事故が１４件でございます。ただ、通常のエレベーターの利

用者の事故は、３１件のうち１０件、うち死亡事故は１件でございます。違法なエレベー

ター、エレベーターとして手製のような安全装置のない違法のエレベーターの事故が１２

件で、死亡事故が６件、点検作業者の方の事故が９件で、死亡事故が７件ということで、

死亡事故１４件のうち、違法エレベーターの事故が６件、点検作業者の事故が７件、１３

件が占めてございました。純粋に通常のエレベーターの利用者の事故というのは１件で、

死亡事故は１件でございました。 

 エスカレーターはすべて利用者の事故でございますが、死亡事故等はございません。 

 小荷物専用昇降機、旧来のダムウェーターでございますが、これにつきましては、点検

作業者の事故が３件、すべて死亡事故でございましたが、報告されてございます。 

 あと、遊戯施設に関しましては、この期間に事故数１９件、うち死亡事故は１件報告さ

れてございます。死亡事故の１件というのは、後楽園の「舞姫」という事故で、かなりこ
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れもニュースになりましたが、１件がこの期間の間では報告されてございます。これは参

考でございますが、以上でございます。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。 

 以上の説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。ご意見、ご質問でござ

います。 

 はい、○○先生。 

【委員】  ちょっと１つ教えていただきたいんですけれども、施工中の事故もかなりな

量ありますけれども、これは厚生労働省ももちろんこういうことに関しては責任を持って

指導する立場だと思うんですが、ここには国交省の立場の指導内容、再発防止が書いてあ

りますけれども、実際どういう関係になっているんでしょうか。 

【事務局】  端的に申しまして、工事現場の中で完全におさまっている事故に関しまし

ては、実は我々は調査自体しておりません。それは完全に厚労省さんのほうでおやりにな

っています。それが周辺の方に被害を及ぼしている場合に、我々はこういう形で調査をさ

せていただいているというケースが多うございます。ただ、対策のほうに関しましては、

例えばこの中に１つ、先ほど足場が倒れたというのがありましたが、これも足場の取りつ

け方の問題でございまして、それは厚労省さんのほうがむしろ中心に指導されていますの

で、今回もこれは厚労省さんのほうがそれについては指導されているという状況になって

おります。 

【委員】  わかりました。責任の区分とか指導の範囲が明確になってやっているという

ことであれば、それで結構だと思います。 

【部会長】  労働安全基準法ですかね。 

【委員】  そうですよね。 

【部会長】  それとの関連でございますね。 

【委員】  いいですか。 

【部会長】  どうぞ。 

【委員】  シャッターの事故がかなりあるみたいなんですけれども、最近の基準ではセ

ンサーをつけてとまるとかというふうにはなっていないんですか。 

【事務局】  管理用シャッターに関しましては、建築基準法の中に現在基準はありませ

ん。ＪＩＳの規定、ＪＩＳを業界団体がつくりまして、このＪＩＳは管理用シャッターな

ので経済産業省のほうが確認しているＪＩＳなんですけれども、その中には安全装置をつ
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けるという形になってございます。ですから、新しいものに関しては規制ではございませ

んけれども、標準的には安全装置がついているという状態になってございますが、古いも

のですとか、もしくはＪＩＳですと、それ以外のものも当然あると思いますので、そうい

うものについては安全装置はついていない。自分で確認して開け閉めしてくださいという

形になっているということです。 

【委員】  はい、わかりました。 

【部会長】  この辺は工場生産物だとか、今の○○先生の労働者、労務管理だとかで各

所轄官庁の境界にあるところですので、両方で見るというのは結構だと思いますけれども、

見逃さないようにするという立場で進めていただきたいと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 特にございませんようでしたら、今事務局からご紹介で出た資料５について、調査中と

いうふうに書かれたものはまだ調査を継続して行う。それを除きましては、再発防止策と

いう右の欄がございますけれども、それを今実行した上で調査に関しては終了ということ

でよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【部会長】  では、調査中のものを除きまして調査終了ということでご了解いただいた

ということにしたいと思います。 

 以上が審議案件の１から４でございます。 

 あと、議題の次としては、報告案件のほうに移りたいと思います。 

 それでは報告案件（１）、「既設エレベーターの安全性確保に向けて」の報告書のフォロ

ーアップ状況について、これは事務局のほうからお願いしたいと思います。 

【事務局】  それでは、資料６－１と６－２でございますが、まず６－２でございます

けれども、前回、昨年の８月になりますけれども、この事故部会を開いていただきまして、

「既設エレベーターの安全性確保に向けて」という報告書を決定していただきました。そ

のときの簡単な３枚紙ということなんですが、既設エレベーターに戸開走行保護装置等を

普及していくために何がネックになっているか、費用とか工期とかですね、そういった議

論がありまして、２ページ目にありますように、さまざまなことを総動員して対策を進め

ていこうというふうな報告書をまとめていただいております。 

 それを踏まえまして、資料６－１ということで報告書にどういうフォローアップをして

いるかということのご報告でございます。 
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 まず、１つ目には、大臣認定制度の合理化につきましては、（１）として、常時作動型の

二重ブレーキにつきましては、業務方法書というのを大臣認定のやり方ですけれども、そ

の評価の仕方の業務方法書を改訂認可しまして、現に建築物に設置されているエレベータ

ーにおける試験なども可能とするなど、大臣認定制度の合理化を行っております。 

 （２）としましては、既設機器を活用した後づけの円滑化ということで、これも同様に

業務方法書の改訂を認可しまして、大臣認定をしやすくしていると、運用の明確化を各種

図っているということで、特に待機ブレーキのような後づけをしやすくしているという状

況でございます。 

 ２.としましては、情報提供を推進するということで、戸開走行保護装置の設置に係る情

報の表示につきましては、設置したかどうかが容易にわかるマークをエレベーター内の見

やすい場所に表示する制度として、まずデザインを募集しまして、２ページ目の上のほう

にありますようなマークを決定いたしまして、左側が戸開走行保護装置、右側が地震時管

制運転装置のマークですけれども、設置している場合には、こういうものをエレベーター

内の見やすい場所に３センチ以上の形で表示していただくと、これは既に運用が８月から

始まっております。 

 （２）としましては、大臣認定に係る情報の公開ということで、戸開走行保護装置の大

臣認定品のデータベースについて検討を行いまして、これについては引き続きその構築に

ついて検討中でございます。 

 （３）につきましては、保守点検に係る技術情報の開示ということで、情報の開示につ

きましては、エレベーター協会から先に基本的な考え方が示されているんですが、所有者

を通じて技術情報提供の要望があった場合には、各製造者から必要な情報を提供しますよ

ということで、そういった考え方に基づきましてやっているということなんですが、ヒア

リングを行ってみますと、以前に比べるとかなり情報開示は進んでいるなということは確

認できました。 

 さらに、今回の報告書を踏まえまして、エレベーター協会に協力体制の構築について依

頼したわけですが、次のような見解が示されたということで、１つ目には、一定レベル以

上の技術者が保守点検をする場合に、必要な資料は既に所有者に対して開示済みですと。 

 ２つ目としては、保守できない状況に保守点検業者が陥った場合には、契約関係がある

所有者を経由して適切に情報提供を行い、不具合解消等に協力しているところです。 

 ３番目としては、一定レベルを超えるような技術情報の提供が求められるような場合は、
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民間企業の間で契約を締結するということが不可欠である。 

 そういうふうな考えがエレベーター協会のほうから示されているところでして、これに

ついては引き続き情報開示の状況とか、その他課題について検討を続けているところでご

ざいます。 

 ３.としましては、支援策の創設ということで、これにつきましては、今年度の予算とし

まして、既設エレベーターの防災対策改修、つまり、戸開走行保護装置や地震時管制運転

装置を後から設置したり、または主要機器の耐震補強をしたりする場合にそのコストの３

分の１を補助しますというモデル事業を創設しております。今、既にその執行をして、公

募したりしているところでございます。 

 ４.としましては、行政の手続の明確化ということで、これは建築指導課長通知を出しま

して、既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合については、エレベーター

全体を撤去新設する場合を除いては、建築確認や検査は不要であるということを明確化い

たしました。ただ、設置した場合には、設置後初回の定期検査報告の際に、特定行政庁が

１２条５項報告によって設置がちゃんとされているかということを写真や施工図を求めて

確認してくださいというふうにしています。 

 ５.としましては、所有者等への働きかけということで、マンションの長期修繕計画等に

つきまして、修繕項目としてエレベーターについてもちゃんと盛り込んでくださいよとい

うことを業界団体とかマンション関係団体に依頼をしております。 

 （２）としましては、公的建築物その他多数の者が利用する建築物等における対応とい

うことで、これにつきましても、関係部局や業界団体に対して建築指導課長通知により協

力を依頼しているところでございます。 

 最後に荷物用エレベーターにつきましては、これは政令改正も視野に入れて設置義務化

の方向で検討しているところですが、既に業界のほうは今年の春から荷物用エレベーター

であっても、戸開走行保護装置の設置を既に進めているという報告がございます。 

 資料６－１については以上でございます。 

【部会長】  ６－２はよろしゅうございますか。 

【事務局】  ６－２は参考でございますので。 

【部会長】  はい。ただいま報告事項でございます。戸開防止等についてのその後どう

なっているかということ、順調に進んでいるということですかね。まだ既設のものに対す

る促進事業というのは、受け付けを始めたばかりですよね。８月……。 
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【事務局】  はい、モデル事業、補助事業ですか。 

【部会長】  まだ始まったばっかり……。 

【事務局】  既に始めていまして、第１回募集は既に行って、予算自体は３５億ぐらい

なんです。ただ、それで全部７０万台できるわけでは到底ございません。数千台しかでき

ませんので。一次募集は終わっていまして、二次募集を今ちょうどしている最中で、お盆

明けぐらいまでは二次募集をしているところです。 

【部会長】  まあまあの状況ですか、応募は。 

【事務局】  応募の引きはいいです。ただ、実際の工事はこれからというところかと思

いますけれども。 

【部会長】  これはご質問だと思うんですけれども、特になければ、次の議題に進みた

いと思います。 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは次、どうでしょうかね、報告２と３は続けてやっていただけますか。帝都典禮

ビルと、それから東京大学の柏キャンパスの。 

 では、２と３は続けてお願いしたいと思います。 

  

【事務局】  はい、了解です。 

 では、資料７と資料８でございますけれども、まず、資料７の帝都典禮ビルエレベータ

ー事故調査報告書を踏まえた告示改正につきましては、これは事故概要としましては、帝

都典禮ビルに設置された手動式の戸を有するエレベーターにおいて、男性がピットの下に

落ちたということです。 

 事故原因としましては、手で扉を開こうとした際に、フックの接触面の垂直抗力によっ

て固定側フックが解錠する方向の回転モーメントが働く構造だったということでした。事

故報告書におきましても、そういった要因を取り除くということが必要不可欠だというこ

とで、回転力が施錠装置が外れる方向に生じないというふうなことを措置すべきだという

意見をいただいています。 

 改正の概要としましては、告示を改正しまして、施錠装置はかごが昇降路の出入口の戸

の位置に停止していない場合においては、かぎを用いずに当該戸を開こうとした場合にお

いても施錠された状態を保持する力が減少しないものであることということを追加してお

ります。 
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 具体的には下の絵にありますように、左の絵が扉を左に開けようとした際に、力が減少

しない形でございます。回転力というのがモーメントですけれども。右はかかりが薄いた

め、扉を開けようとした際に回転力がスプリングでは押さえていますけれども、弱まる方

向になる、こういったことを規定しようということでございます。具体的な告示につきま

しては、２ページ目につけているものでして、これは既に公布は６月７日にしておりまし

て、施行は８月１日ですから、先日から施行済みでございます。 

 資料８ですけれども、東大柏キャンパスエレベーター事故報告書を踏まえた告示改正に

つきまして、これは東大の柏キャンパスにおいて、機械室を有しないエレベーターにおい

て、戸開走行事故が発生したということでございまして、原因としましては、ブレーキ手

動開放レバーの状態がブレーキ手動開放ワイヤの状態で容易に変わる構造であるにもかか

わらず、ワイヤの状態を保持する適切な措置が講じられていなかったということが推定さ

れています。実際、ブレーキ調整後にぐるぐるとこの写真にあるようにワイヤが巻かれて、

インナーケーブルが引かれた状態になってブレーキの保持力が緩んでしまったということ

かと思います。 

 報告書の意見としまして、新たに設置されるエレベーターのブレーキ手動開放装置につ

いては、ブレーキの制動装置を低下させるような操作や、設定をさせることのないような

構造とすべきだとされておりまして、告示を改正しまして、２ページ目、３ページ目にそ

の部分が書かれていますけれども、３ページ目の上のほうに線がしてありますが、ワイヤ

ロープを用いた構造の場合には、ワイヤロープの変異が生じないようワイヤロープを壁、

床その他の建築物の部分に固定されること、その他の必要な措置を講じてくださいという

ことで規定しております。 

 この告示も同様に公布は６月７日に公布、施行は８月１日から既に施行をしております。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 これはいずれも事故調査部会のほうからの報告書を受けて、典禮ビルについては、幾何

学的な形状で、外れちゃうような方向だったのを是正したもの、それから柏キャンパスに

ついては、このワイヤがぐるぐると巻かれていて、それが結果的に事故を起こしたと、そ

れに対する措置でございます。 

 何か告示の文章だとなかなか読みづらくて、１ページ目があるとよくわかると思うんで

すけれども、これは１ページ目、いずれの資料の１ページ目、これはどこかで公開されて
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いるんですね。この告示の文章ですと、日本語だけですと何か回りくどくて、何をやった

らいいかわからんから、わかりにくい。 

【事務局】  はい、施行通知、建築指導課長通知で、具体的にこうしてくださいという

ことは特定行政庁を通じて周知はしています。絵つきでしております。 

【部会長】  お願いしたいと思います。絵つきでないと、文章だけで判断するのはなか

なか難しい。 

 これはよろしゅうございますか、先生方。 

【委員】  事故報告書に従って告示を変えていただいたということは、事故調査をやっ

ている者にとってはありがたいということであります。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 これは８月１日、一昨日から施行ということになっております。 

 それでは、次の報告事項４に移ります。 

 東日本大震災における建築計画を踏まえた建築基準の検証見直しへの対応についてとい

うことで、事務局のほうからお願いします。 

【事務局】   

 資料９で説明させていただきます。 

 東日本大震災を踏まえて、建築基準に関する検証見直しへの対応ということで、資料９

の上のほうの資料にありますが、大きく５点ございます。 

 １つは、津波危険地域における建築基準等の整備に資する検討ということで、津波が来

たときに、安全な建築物の構造を検討するというものでございます。これにつきましては、

後ほど説明しますが、検討成果としまして、津波に対し構造安全性等が確保される建築物

の技術基準等を整備しております。 

 ２点目でございますが、地震被害を踏まえた非構造部材、これは特に天井でございます

が、それの基準の整備に資する検討ということでございます。これにつきましては、現在

建築物における天井脱落対策試案というものをパブリックコメントしております。７月３

１日から９月１５日の間ということでございまして、ごらんのホームページでお示しして

いるところでございます。 

 ３点目でございますが、エスカレーター等の昇降機に係る地震安全対策に関する検討と

いうことでございまして、これは具体的にはエスカレーターの落下防止対策について検討

しておりますが、これにつきましても、同じく対策試案というものをパブリックコメント
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中、先ほどの天井と同じ形でやっております。 

 ４つ目でございます。長周期地震動に対する建築物の安全性検証方法に関する検討とい

うことでございますが、これも長周期地震動が今回大きく問題、もともと問題になってい

たんですが、それの対応ということで、今現在検討中でございます。これは後ほど詳しく

説明いたします。 

 ５点目でございますが、液状化対策ということでございます。これについては、住宅性

能表示制度において表示項目を整備するということでございます。全体としてはこの５点

という形になっておりますが、それぞれについて次の資料から説明させていただきたいと

思います。 

 まず１点目でございますが、津波でございます。津波に対して、構造耐力上、安全な建

築物の設計方法について検討してまいりました。これを踏まえまして、技術的助言という

ものを出しております。平成２３年１１月１７日に出しておりますが、１つは津波避難ビ

ル等の構造上の要件に係る暫定指針というものを策定しております。 

 もともと津波避難ビルに関するガイドラインというのが、平成１７年に内閣府で策定し

ていたものでございますが、津波荷重について、従来浸水深に対して一律３倍ということ

をしておったんですが、例えば堤防を整備していたり、それから前面に建築物等がある場

合、それから海岸からかなり離れている場合、そういった場合に、こういった軽減効果が

あるということでございまして、その３倍というのを１.５倍、または２倍という形で合理

化しているというのが今回の暫定指針の内容でございます。 

 それからもう一つ、避難スペースの高さということでございますが、これについては、

想定浸水深相当階の２階上に設ければ安全側というようなことも示させていただいており

ます。 

 あわせまして、災害危険区域に係る建築制限の考え方ということでございまして、建築

基準法に基づいて、危険な区域について建築制限を実施するというものでございますが、

これは昭和３４年に技術的助言という形で出しているんですが、その考え方について追加

的な知見を提示しているところでございます。 

 その下にありますけれども、暫定指針の成果をさらに津波防災地域づくりに関する法律

に基づく告示制定という形でそこに反映しております。 

 １点目は、津波災害警戒区域において、津波避難ビルを整備するときの構造基準として

示させていただいております。 
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 それからもう一つは、津波災害特別警戒区域における建築規制、特に学校社会福祉施設

等の施設についてですが、それの構造基準としても暫定指針のものを告示で示していると

ころでございます。 

 以上が津波に関する基準整備の関係でございます。 

 次のページからでございますが、２番目の天井に関するものでございます。天井につき

ましては、東日本大震災で天井脱落の被害が相当程度生じたということでございます。報

道等によれば、死者５名、負傷者７名という被害も出ておりますし、また日本建設業連合

会からの報告によれば、約２,０００件といったような被害が出ているという状況でござい

ます。 

 下の絵にありますように音楽ホール、それから体育館、あとは旅客施設などにおいてか

なり天井の高い、天井高のあるところから天井材が落ちてきているというような状況にあ

ります。 

 次のページでございますが、これを踏まえまして、建築物における天井脱落対策試案と

いうものを今回提示させていただいております。現在建築基準法の天井脱落に係る規定に

つきましては、天井について地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなけ

ればならないという旨規定されておりますが、これ以上詳細な基準はございません。 

 それに対しまして、試案におきましては、２点ございます。まず、建築基準法に基づく

天井脱落対策の規制強化という形で、天井脱落対策に係る技術基準原案というものを国総

研等でつくっていただきましたが、それに基づいて基準を定め、建築基準法に基づいて新

築建築物等への適合を義務づけるということが中身でございます。 

 対象は６ｍ以上の高さにある２００㎡以上のつり天井、基準につきましては、つりボル

ト等を増やす、接合金物の強度を上げるなど、またはネットの設置などによる落下防止措

置ということを考えている。これも後ほど詳しく説明します。 

 既存建築物への対応ということでございますが、１つは防災拠点施設など、特に早急に

改善すべき建築物について改修を行政指導していくということでございまして、特に避難

場所に指定されている体育館等といったようなものを考えております。 

 それから２点目でございますが、これは建築基準法に基づく定期報告制度、専門家に定

期的に調査させ、それを特定行政庁に報告するという制度でございますが、それの活用に

よる状況把握を進めていく。 

 ３点目でございますが、社会資本整備総合交付金を活用して改修費用へ支援していくと
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いうような対策を考えております。 

 具体的な基準につきましてですが、下のほうの絵を見ていただきますと、まず今現行の

天井がどういう構成かというのを示させていただいておりますが、左側の絵が断面図、右

側が具体の写真になっておりますが、石こうボードが今天井で見えているところでござい

ますが、その裏のところで、野縁というものに石こうボードをくっつけて、それからクリ

ップでとめて、それを野縁受けで引っかけると。さらにそれがハンガーを通してつりボル

トに引っかけて、つりボルトが構造躯体につながると、そういったような構造になってい

るところでございます。また、横揺れを防ぐためにブレースというものを設置するという

こともあります。 

 ちょっと上に戻りますが、現状と、今回の天井脱落対策に係る技術基準原案と比較した

ものが表になっております。まずクリップ、ハンガー等の接合金物につきまして、現状は

引掛式等で地震時に滑ったり外れたりするおそれがある。見直し後につきましては、ねじ

留め等により緊結ということを考えている。 

 それから、つりボルト、ブレース等の配置につきましては、これは設計によりさまざま

でございますが、今回は具体的に吊りボルト、例えば１本／㎡、それからブレースにつき

ましては、強化したものですと１５㎡に１対と、そういったような規定をする。 

 それから、設計用地震力につきましては、現在横揺れの力でございますが、実態上１Ｇ

程度ということでございますが、見直しが最大２.２Ｇということで、耐えられるようにす

るということでございます。 

 次のページでございますが、具体的にどういう具合に検証するかということをお示しし

ております。大きく仕様ルートと計算ルート、特殊検証ルートというものでございますが、

天井材の質量が２０㎏／㎡以下、今の在来の工法でいけば、ここにおさまりますが、仕様

１というものを使って細かくこの天井の仕様に従ってつくっていただく。その仕様１の例

が下の絵に書いてあるとおりでございます。密に吊りボルトを設置したり、ブレースを設

置したりするといったようなことを書いてあります。 

 それから、仕様２ということでございますが、これはフェールセーフということで、天

井が落ちてきても人に当たらない、例えばネットを設置すると、そういったようなものを

認めていくということでございます。 

 仕様ルートに当てはまらないものについて計算していくと、耐震性を検証していくとい

うルート、それからさらに、複雑なもので計算ルートにも乗らないものについては、特殊
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検証ルートというものを用意するという形にしております。 

 以上が天井に関するものでございまして、パブコメにかけているものでございます。 

 次のページでございますが、エスカレーターの落下防止対策試案というものを示させて

いただいております。 

 東日本大震災で、同じくエスカレーターについてショッピングセンターでエスカレータ

ー自体が落ちてしまうというものがありました。写真にあるとおりでございますが、今現

在のエスカレーターの耐震基準につきましては、特に建築基準法では規定はございません

が、業界指針として定められているものがございます。右下の絵を見ていただきますと、

エスカレーター、下側と上側に引っかける形になっていますが、これは下側を固定してい

るものでございますが、上側は固定をしないという形のものになっております。この上側

のところにつきまして、昇降高さに１００分の１プラス２０ミリの「かかり代」を確保す

るというのが業界指針になっております。今回のこういった落下の事例につきましても、

こういった業界支援を守っていても落ちたものがあったということで、今回見直しをした

ものでございます。 

 次の下のところを見ていただきますと、業界の指針につきましては、先ほどご説明した

とおりでございますが、今回まず建築基準法に基づくエスカレーターの落下防止対策の規

制強化ということでございます。基準としましては、対策１ということで「かかり代」、こ

れは昇降高さを４０分の１にするというものでございます。構造計算により安全性が確か

められるものについては緩和は可能ということになっています。 

 対策２でございますが、ワイヤロープ等による落下防止措置ということも認めていく。

これはどちらかという形になっております。 

 それから、既設エスカレーターへの対応でございますが、優先度の高いものから改修を

促進するよう業界に強く要請するということと、新基準について所有者等に周知していく

ということを考えています。 

 あとは、定期検査報告制度等を活用していくということを考えております。 

 次のページでございますが、具体的な技術基準原案というものを示させていただいてお

りますが、さっきの「かかり代」のところでございますが、十分な「かかり代」というこ

とで右側のほうに書いてありますが、４０分の１という具合に強化するということと、実

際に揺れたときにぶつかったりしないということで、十分な隙間を確保するというような

ことを書いております。 
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 それから、対策２でございますが、そういった「かかり代」が設けられない場合もあり

ますので、そういった場合は、仮に落ちたとしてもワイヤロープでそれが落ちないように

するといったようなことを考えているということでございます。 

 そのほか、特殊検証ルート、それから例えばエスカレーターが自立する構造である場合

などについては、適用除外というような規定も設ける予定でございます。 

 以上がエスカレーター関係でございます。 

 ４点目でございますが、長周期地震動でございます。長周期地震動につきましては、平

成２２年の１２月の段階で、国土交通省として対策試案のパブコメというものを発表させ

ていただいております。が、今般、パブコメが終わった段階で、東日本大震災が起きまし

たので、その中で内閣府とか、あと文科省のほうで南海トラフの巨大地震を検討するとい

うことが進められておりますので、その結果を見極めながら定めていく必要があるという

ことでございまして、今現在その検討を待っているところでございます。それが終われば、

また、まとめていくということでございます。 

 最後の５点目でございますが、液状化に関することでございます。東日本大震災で戸建

て住宅を中心に傾斜や沈下の被害がございましたが、建築基準法の中では、特に倒壊等の

おそれがあるということについて、大規模な建築物、マンション等について基準を定めて

おります。ただし、戸建て住宅につきましては、倒壊まで至りませんので、むしろ住宅の

所得者に対して適切に情報が行き渡ることが重要だということでございまして、今般住宅

性能表示制度を活用しまして、液状化対策についてその性能について評価をするという項

目を追加することを考えているところでございます。現在、それについて国土交通省内で

検討しているという状況でございます。 

 以上が東日本大震災関係の基準整備に関する報告でございます。以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 これに関して、国総研のほうから補足的なコメントはございますでしょうか。 

【国土技術政策総合研究所】  お手元の参考資料２ということで、補足の資料をお配り

させていただいております。ただいま建築指導課からのご説明にありましたように、技術

基準の整備等を進めておりまして、国総研のほうで技術基準原案の作成検討等を行ってお

りますが、それ以外にということで、参考資料２、１枚おめくりいただきまして、下のス

ライド、４番のスライドがございますが、国総研建築研究所のほうでこの間現地調査ある

いは分析等を行ってきております。 
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 その下の箱にございますように、前回のこの事故災害部会でご報告させていただきまし

たが、速報を１回取りまとめまして、それから先般、この３月に最終報告を取りまとめさ

せていただいております。既にホームページ上で公表しておりますが、委員の皆様には現

在印刷をしておりますので、後ほど分厚いので郵送でお送りさせていただければと思いま

す。 

 以下、スライドの５、６、７、８、９枚目でその最終報告の概要をかいつまんでご紹介

させていただいておりますので、ご参考まで、ご覧いただければと思います。 

 それからもう一点、スライドの１０枚目以降でございますが、これも先ほどご説明がご

ざいました津波避難ビルの構造上の要件に関する技術基準の関係でございまして、技術基

準原案の作成等を研究所のほうで行ってまいりましたが、こちらのほうは既に告示がされ

ているということで、その後さらに１２枚目のスライド以降ですが、津波関係の設計法と

いうことでいきますと、通常の耐震設計とやや違う部分もございますので、実務者の支援

という観点から解説とそれから計算設計例を国総研のほうで作成をしております。こちら

のほうもホームページ等々で公開しておりますので、ご関心があればごらんいだたき、あ

るいはお問い合わせいただければ提供させていただきたいと思います。 

 その設計例、計算例の内容につきましては、スライドの１３枚目以降でご紹介しており

ますので、これも時間があればごらんいただければと思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 本件につきましては、何か委員の方からご質問等ございますでしょうか。 

 資料９にございますように、今非構造部材の整備に関する検討、エスカレーターについ

ては、ホームページ上でパブリックコメントをかけておりますので、ぜひごらんいただい

て、ご意見等ございましたら、そちらのほうから国交省のほうにお伝えいただければと思

います。 

 また、身近な方でご関心のある方には、ぜひこういうホームページがあるよということ

でお伝えいただければ幸いでございます。 

 よろしゅうございますか。 

【委員】  １ついいですか。 

【部会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  資料９の８ページに、「建築物における天井脱落対策試案について」と書かれ
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ているんですが、この下の絵の中で、右上に⑫ということで説明が書いてあるんですが、

この意味がちょっとよくわからないので説明をお願いしたいんですが。 

【国土技術政策総合研究所】  国総研建築研究部です。基準原案は、うちの方で作成し

ていますので、補足します。 

 今のは、８枚目のスライドの⑫……。 

【委員】  ８ページの⑫。 

【国土技術政策総合研究所】  はい。エキスパンションジョイント部分等で一体的に振

動しない云々という意味は、ちょっと舌足らずになっておりますが、これは構造躯体が、

建物のほうがエキスパンションジョイントで分かれているような場合に、天井をエキスパ

ンションジョイントをまたいでというか、越えてつけているようなケースがときどきあり

ます。そういう場合には、当然構造躯体のほうが別々に揺れますので、天井も一体にしな

いでくださいという趣旨のことを基準原案のほうで書いております。原案のほうではもう

少し丁寧に書いてあるんですが、ちょっとこの資料ではすみません、やや簡潔に書いてし

まったので、ややわかりにくくなっております。 

【委員】  わかりました。 

【部会長】  はい、これは７月末日から１カ月半の期間、パブコメに、前にありますよ

うにかけておりますので、ぜひ、くどいようですけれども、ぜひお願いしたいと思います。 

 よろしければ、次のほうに進みたいと思います。 

 次が報告５ということで、これは不幸なことに犠牲者が出てしまいましたけれども、広

島県福山市のホテル火災について、これも事務局さんのほうから。 

【事務局】   

 続きまして資料１０でございますが、広島県の福山市ホテル火災についてでございます。 

 火災の概要につきましてでございますが、２４年５月１３日、６時５８分に覚知してお

ります。発生場所でございますが、福山市のホテル・プリンス。被害者、死者７人、負傷

者３人、火災概要としましては全焼ということで、大きな被害となっております。 

 建築物の概要でございますが、これは総務省消防庁によるものでございますが、構造は

鉄筋コンクリート造、２階部分一部木造という形になっております。階数は４階建て、用

途、ホテル、建築面積は５１３㎡、延べ面積１,３６１㎡ということでございます。その具

体のプランでございますが、４ページを見ていただければと思いますが、上のほうが１階、

２階、３階と書いてありますが、左側のほうが鉄筋コンクリート造でございまして、右側
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が木造という形になっております。これをつなげたような構造になっているということで

ございます。 

 続きまして、１ページに戻りますが、建築経過でございます。昭和３５年に建築確認が

出ておりまして、当初は木造２階建ての建築物ということで出ております。先ほどの３ペ

ージの絵でいきますと、右側の部分が先に出ていた。それから昭和４２年に別棟という形

で鉄筋コンクリート造３階建ての建築確認が出ております。昭和４３年２月に完了検査を

行っており、その後特に建築確認申請等はなされていないという状況でございます。 

 ３点目でございますが、この建物につきまして、建築基準法令違反ということで、福山

市から報告を受けておりますが、用途による耐火建築物要求（３階建て以上のホテルは耐

火建築物とすること）への不適合ということになっております。 

 ちなみに福山市のほうでは、昭和６０年から平成２３年まで計６回防災査察を実施して

おりましたが、現行法に不適合の事項について改善の指示をしておりました。 

 その中身でございますが、３ページのところにあるものでございまして、この物件に関

しての防火・避難規制として、下に書いてあるようなものを挙げておりますが、耐火建築

物をはじめとして、いろいろな規定は不適合であったということを指摘しております。 

 １ページに戻りますが、当時福山市はこの建築物を既存不適格として扱っていたという

状況でございます。 

 ２ページにいきますが、国土交通省の対応としまして、まず、建築指導課長から各都道

府県の建築主務部長宛てに「ホテル・旅館等に係る緊急点検」というものを発出しており

ます。それで、特定行政庁が消防部局と連携して、緊急に立入検査等を実施することを要

請いたしました。 

 ２４年５月１６日、点検対象はそこに書いてあるとおりでございますが、３階以上、４

６年以前に新築されたホテル・旅館について緊急に立入検査をしてくださいという具合に

要請しております。報告期限は２４年８月１５日ということでございます。 

 あわせまして、総務省消防庁でも同じ調査を行うと。向こうは、消防の観点から行うと

いうことでございます。期限につきましては、同様のものをやっております。 

 あと、５ページ以降は実際の通知をつけておりますので、これはご参照ください。 

 以上でございます。 

【部会長】  はい、どうもありがとうございました。 

 これは今調査を指示していて、その回答を待っているという段階でございますね、はい。 
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 何かご質問等ございますでしょうか。 

 この建物について、いわゆる定期報告というのはなされているんですか。 

【事務局】  昭和４９年に１回定期報告がなされております。それ以外はなされていま

せん。 

【部会長】  先ほどのエレベーターの改修とかを含めて、やはり定期報告の制度をちゃ

んと実効性のあるものにするということをちょっとお考えいただくようにしていただけま

すでしょうかね、次の課題として。 

 何かご質問、もしくは今私が言ったようなご意見等ございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。７人の方がお亡くなりになったという大きな事故だったと思

います。ぜひ、今後の防止を前向きにお考えいただきたいと思います。 

 それでは、最後の報告事項ということになると思います。 

 報告６、つくば市で発生した竜巻による被害、これも随分報道で出たものでございます。

これは国総研ほうからお願いします。 

【国土技術政策総合研究所】  私のほうから、資料１１を使いまして、報告させていた

だきます。 

 この竜巻被害は、５月６日の昼過ぎに起きたわけですけれども、地図に示しますように、

国総研・建研があるところから５キロほど北西、かなり近いところの被害であります。 

 国総研と建築研究所のほうでは、当日から被害状況の調査を行い、２日後にはそのスラ

イド１に示しますように速報を作成してホームページに載せております。被害地域は、１

ページにある大砂地区北部工業団地、北条地区等で被害が大きかったわけですけれども、

特に北条地区につきましては、スライド２に示すように被害分布がどのようであったかと

いうようなことを被災度ランク別に詳細に調査をしております。 

 被害の主な形態ですけれども、スライドの３であります。１つは建築物の構造躯体その

ものの被害、それから２つ目として、開口部等の外装材等の非構造部材の被害、それから

その他の被害ということになります。このうち構造躯体の被害としては、例えば左上の写

真、ちょっと小さいんですけれども、木造住宅が基礎ごと転倒したというような事例、あ

るいは非構造部材の被害としては、写真中央にありますＲＣ造の共同住宅で、窓ガラスや

手すり等が大きな損傷を受けたというような事例がテレビ等で報道されております。 

 この中で、基礎ごと木造建物が転倒した事例について、どの程度の風速であったかとい

うのを推定したのがスライドの４であります。最初に風圧力のみで転倒が生じたとしたと
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きの下限値を求めたのが左下にあります１）の９７ｍ／秒ぐらいの風速であったというふ

うに推定されます。 

 それからもう一つ、竜巻は右のポンチ絵に示しますように、渦の中心部分は気圧が低下

するというようなことがありますので、建物が上に吸い上げられるような力が別途働きま

すので、そのような気圧差も考慮すると、２）の６１～６７ｍ／秒の風速であったと、下

限値でありますけれども、推定が行われました。 

 このような数値等から、気象庁のほうは当初藤田スケールでＦ２ということであったん

ですけれども、６月にＦ３ということに変更されております。こういうふうに竜巻は通常

の風荷重とは異なる部分がありますので、どういう研究が必要かというようなことをまと

めたのがスライドの５と６であります。 

 １つは、竜巻、突風荷重は非正常な風荷重になりますので、そういう風荷重そのものを

評価するには、例えばここにあります竜巻状気流発生装置というような実験装置が既にあ

りますので、こういう装置を使ってそういう非正常な風圧力の評価を行えるのではないか

というふうに考えております。 

 それからもう一つが、飛来物に対する外装材の対衝撃試験ということですけれども、開

口部や外壁が飛来物によって破壊されるということがありますので、このようなものは通

常これまであまり研究が行われてきておりませんので、これについてはこういうふうに機

械から加撃体と呼ばれるものを発射して当てて、その性能を調べるというような方法がア

メリカでは行われておりますので、そういう試験を少し実施して、性能評価を行うことが

できるのではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

【部会長】  はい、ありがとうございました。 

 これも比較的衝撃的な荷重であったと思います。これに対して建築物をどうするかとい

うのは、地震以上に過大な荷重で、今後予報予知とか、それを含めた形で対策ということ

になると思います。木造で基礎ごと持ち上がったというのも木造の方々からいうと、何で

ボルトのところで外れなかったかというご意見もあるようなことを聞いております。ここ

で、お一人の方がお亡くなりになったという不幸な事例だったと思います。 

 何かただいまの報告についてご質問等ございますでしょうか。 

 国総研・建研として藤田スケールの評価についていろいろご高見いただいたと思います

ので、ぜひ基礎的な研究は継続して進めていただくようにお願いしたいと思います。 
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 よろしゅうございますか。 

 はい、どうもありがとうございました。 

 これで一応予定の議案は終わらせていただきました。本日議事次第にございます１から

４についての議事項目について、ご承認いただきまして、ありがとうございました。 

 本日の結果をもって告示等の改正に事務局のほうでお進めいただきたいと思います。 

 それでは、事務局のほうにマイクをお返ししたいと思います。 

【事務局】  はい。ありがとうございました。本部会の開催につきましては、事故・災

害対策について、原則としてパブリックコメント終了後で成案を得る前にご審議をいただ

きたいというふうに考えておりまして、会議の中でも説明がございましたように、今後も

ご審議いただきたい案件がございますので、秋ごろには次回を開催させていただきたいと

考えております。具体的なスケジュールにつきましては、改めて調整させていただきたい

と存じます。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 本日は、ちょっと予定の時間を少し超えましたけれども、長時間にわたりましてご審議

ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の事故・災害対策部会を終了したいと思います。どうもありが

とうございました。 

 

―― 了 ―― 


